
住民基本台帳人口
（27.1.1現在）

42,520

歳出額（A）

19,436,553

区　分

２6年度

実質収支

690,385

人件費（Ｂ）

2,151,919 

人件費率
（Ｂ/Ａ）

11.1

人 千円 千円 千円 ％

区　分

２6年度

＊職員手当には退職手当を含みません。職員数は、平成26年４月１日現在の人数です。

＊病院職員を除く

 １人当たり 
 給与費（Ｂ/Ａ）

6,468

計（Ｂ）

1,384,210

千円
期末勤勉手当

324,414

千円
職員手当

171,264

給　　　　与　　　　費

千円
給　料

888,532

千円

職員数
（Ａ）

214

人 千円

区　分

西脇市
国

＊平成27年４月１日現在の状況です。

平均給与月額
（国ベース）

平均給与月額
（国ベース）

356,653円
328,318円

平均給料月額
346,811円
289,141円

平均年齢
53.3歳
50.2歳

361,943円
408,996円

平均給料月額
325,224円
334,283円

平均年齢
42.4歳
43.5歳

技　能　労　務　職一　般　行　政　職

一般行政職
 

技能労務職

西　脇　市
174,200円
146,500円
146,500円

区　　分
大学卒
高校卒
高校卒

純減率（％）

△ 13.7

純減数（人）

△ 44
H27.４.１
277

H23.４.１
321

職　員　数（人）
H27.４.１
275

H26.４.１
275

職　員　数（人）進ちょく状況

主な増減理由
対前年
増減数
0
1
0
1
1
0
△ 1
1
0
3
△ 4
△ 1
7
0
0
1
8
7

業務増

業務増
業務増

事務の統廃合・縮小
業務増

事務の統廃合・縮小

業務増

業務増

平成２7年
4
61
15
26
15
1
15
5
20
162
52
214
412
9
11
41
473
687

平成２6年
4
60
15
25
14
1
16
4
20
159
56
215
405
9
11
40
465
680

職　　員　　数

議　会
総　務
税　務
民　生
衛　生
労　働
農林水産
商　工
土　木
小　計

教育部門
小　　計
病　　院
水　　道
下 水 道
そ の 他
小　　計

区　　　分

一　

般　

行　

政　

部　

門

普　

通　

会　

計　

部　

門

公
営
企
業
等

合　　　計

＊標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

8級
理事
技監
部長
11
4.9

7級

課長
主幹

37
16.4

6級
　

課長補佐
　
29
12.9

5級
　
主査
　
40
17.8

4級
　
主任
　
47
20.9

3級
　

上級職員
　
37
16.4

2級
　

一般職員
　
14
6.2

1級
　
その他
　
10
4.5

計
　

　
225
100

区　 分

標 準 的 な
職 務 内 容　
職員数（人）
構成比（％）

一般行政職
 

技能労務職

経験年数２０年
321,800円
297,800円
297,800円

経験年数１５年
291,100円
261,900円
261,900円

経験年数１０年
254,700円
228,700円
220,600円

区　　分
大学卒
高校卒
高校卒

計
0
5
0
0
1
6

休職
　
5
　
　
1
6

免職
0
0
0
0
　
0

降任
0
0
0
0
　
0

勤務実績が良くない場合
心身の故障の場合
職に必要な適格性を欠く場合
職制、定数の改廃、予算の減少による廃職、過員を生じた場合
刑事事件に関し起訴された場合

計
1
5
0
6

免職
0
0
0
0

停職
0
0
0
0

減給
0
3
0
3

戒告
1
2
0
3

区　　　　分

合　　計

区　　　　分

合　　計

法令に違反した場合
職務上の義務に違反し又は職務を怠った場合
全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合

＊給料および期末手当の（　)内は、減額措置を行う前の金額および支給割合です。
＊退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、
　１期（４年＝48月）勤めた場合における退職手当の見込額です。

計
3.85
（4.10）

12月期
2.00

（2.125）

6月期
1.85

（1.975）

給　　料

報　　酬

（921,000円）
（750,000円）
（665,000円）

874,950円
712,500円
631,750円
465,000円
408,000円
370,000円

（支給時期）
任期毎
任期毎
任期毎

（１期の手当額）
17,219,016円（18,125,280円）
8,550,000円　（9,000,000円）
5,609,940円　（5,905,200円）

（算定方式）
給料月額×在職月数×0.41  
給料月額×在職月数×0.25  
給料月額×在職月数×0.185

区　　分 給　　料　　月　　額　　等
市　長
副市長
教育長
議　長
副議長
議　員

２7年度支給割合（月分）

計
4.100

12月期
2.125

6月期
1.975

２7年度支給割合（月分）

期末手当
勤勉手当

退職手当

地域手当

特殊勤務手当

時間外勤務手当

扶養手当

住居手当

通勤手当

管理職手当

同　　じ
     
   
   
  

 

同　　じ
 
     

   
   

無支給地

異 な る
   
   

異 な る
   

同　　じ
   
   
   

同　　じ

同　　じ

異 な る

支給実績（平成２6年度決算）
（平成２6年度支給割合）

職制上の段階、職務の級等による加算措置　有
１人当たり平均支給年額

支給実績（平成２6年度決算）   
支給実績（平成２6年度決算）
支給職員の割合
１人当たり平均支給年額
主な手当の名称 現場手当（班長手当）
支給実績（平成２6年度決算）
１人当たり平均支給年額
支給実績（平成２6年度決算）
配偶者
その他の扶養親族
年度初め満１６歳～年度末満２２歳の子
支給実績（平成２6年度決算）
借家居住者　月額12,000円を超える家賃を支払っている職員に支給

支給実績（平成26年度決算）
交通機関利用者　運賃の額相当額
自動車等利用者　片道２㎞以上の者
支給実績（平成２6年度決算）

324,417千円

1,468千円

0千円
240千円
0.90％

120,000円
10,000円
44,237千円
200,169円
29,944千円
13,000円
各6,500円

加算額5,000円
5,897千円

最高27,000円
13,164千円

最高支給額55,000円
2,000～31,600円

69,251千円
部長78,800円　次長70,100円　課長59,500円

課長補佐36,900円　主査26,900円　　　　　　　　

区　分 国の制度との異同西　　脇　　市

勤勉手当
1.50月分

計
4.10月分

期末手当
2.60月分

自己都合 
21.620月分
30.820月分
43.700月分
52.440月分

－
 

19,081千円

勧奨・定年
27.025月分
36.570月分
52.440月分
52.440月分
定年前早期退職特
例措置（２～２０％）

（※平成26年４月１日現在）　　　　

22,574千円

（支給率）
勤続20年
勤続25年
勤続35年
最高限度額

その他の加算措置
 

１人当たり
平均支給額

＊１　支給実績（平成26年度決算）は、普通会計決算の額です。
＊２　退職手当の１人当たり平均支給額は、26年度に退職した職員に支給された平均額です。
＊３　平成19年10月から管理監督職を対象に人事考課制度の運用しており、平成22年度から
　　　管理職を対象に勤勉手当に反映させています。

※平成26年４月１日現在

（単位：人）

（単位：人）

（単位：人）

（単位：人）

女　性
24
34
7
27
0

男　性
27
25
16
9
0

新　規　採　用
退　職　者　数

定　年　退　職
普　通　退　職
希　望　退　職

区　　　　分

市　長
副市長
教育長

市　長
副市長
教育長

議　長
副議長
議　員

国
174,200 円（Ⅱ種）
142,100 円（Ⅲ種）
139,500円

合　計
51
59
23
36
0

期末手当

退職手当

●表１ 人件費の状況（普通会計決算）

●表２ 職員給与費の状況（普通会計決算）

●表３ 平均年齢、平均給料・平均給与月額の状況

●表４ 職員の初任給の状況

●表５ 経験年数別・学歴別平均給料月額の状況

●表９ 一般行政職の級別職員数の状況

●表１０ 部門別職員数の状況と主な増減理由

●表６ 特別職の報酬などの状況

●表７ 職員手当の状況

●表８ 定員管理の数値目標

●表１1 職員の任免（平成26年度）

●表１2 職員の分限処分の状況（平成26年度）

（平成２7年４月１日現在）

（平成23年４月１日～平成２7年４月１日） （平成２7年４月１日現在）

（平成２7年４月１日現在）

（平成２7年４月１日現在）

（平成２7年４月１日現在）

（各年４月１日現在）

●表１3 職員の懲戒処分の状況（平成26年度）

職員職員の給与給与などをなどを

公表公表しますします

職員の給与などを
公表します

　市職員の給与や定員管理は、地方公務員法などの規
定に基づいて市議会の議決を経て、給与に関する条例
などで定められています。
　人事行政の運営などの公正性と透明性を高めるため、
平成27年４月１日現在における西脇市職員の給与や
定員管理などについて、市民の皆さんにお知らせしま
す。ホームページでも公開しますので、ご覧ください。

◆問合せ　総務課（市役所内線295）

6広報にしわき　平成28年1月号広報にしわき　平成28年1月号7

「パブリックコメント」とは…
　市が計画などの基本的な政策
を決定する際に、その案を市民
の皆さんに公表し、寄せられた
意見を参考に最終的な意思決定
を行うものです。
　市では、第２次北はりま定住
自立圏共生ビジョンの策定に当
たり、市民の皆さんから意見を募集します。

■第２次北はりま定住自立圏共生ビジョン（案）
　西脇市と多可町が自治体の枠組みを越えて連携
する取り組みを定めたビジョンです。

◆意見の募集期間
　１月18日（月）～２月16日（火）
◆閲覧場所
〇西脇市役所２階情報公開コーナー
〇市ホームページのパブリックコメントの項目
　（http://www.city.nishiwaki.lg.jp)

◆意見の提出方法
　意見の提出は持参、郵送、ファックス、Ｅメー
ルでお願いします。
　意見の書式は自由ですが、題名・住所・氏名
（または団体名）・連絡先を明記してください。意
見内容を確認する場合に限って個人情報を利用し
ます。

◆意見の提出先
　〒677-8511
　西脇市郷瀬町605　
　都市経営部次世代創生課（市役所内線396）
　　22-1014
　　sousei@city.nishiwaki.lg.jp

◆その他
・電話や来庁による口頭での意見はお受けできま
　せん。
・提出意見に対する個別の回答はいたしません。
・意見の反映結果など市の考え方は、提出意見と
　ともに、後日ホームページで公開します。

パブリックコメントを実施します


